
Eメールアドレス

　奨学生、連帯保証人又は保証人のいずれかに時効の完成猶予又は時効の更新事由が生じたときは、その効力
は当該事由の生じた者以外の奨学生、連帯保証人又は保証人にも及ぶこととします。

　民事訴訟法第11条に基づき、この契約に関する紛争の第一審の専属的合意管轄裁判所は、公益財団法人島根
県育英会の住所地を管轄する裁判所とします。
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（2026. ４）

※字を消すことができたり、温度の変化により字が消えるボールペンは使用できません。
※各自が自筆で記入してください。　※本人欄の記入は必須です。
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